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宮崎県都市計画決定に関する公聴会等開催要綱

平成２１年１０月１日

県土整備部都市計画課

県が定める都市計画の決定手続において、公聴会及び説明会（以下「公聴会等」という。）の開

催に関する必要な事項を定めることにより、その決定過程における住民の参加を促進するととも

に、都市計画の内容へ住民の意思を確実に反映させることを目的として、この要綱を定めるもの

とする。

（趣旨）

第１条 この要綱は、都市計画法施行細則（昭和45年宮崎県規則第63号。以下「施行細則」とい

う。）の規定に基づいて開催する公聴会に関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところ

による。

(1)公聴会

施行細則第５条第１項に規定する住民及び利害関係人（以下「住民等」という。）が公開の

下で意見を陳述できる場をいう。

(2)説明会

県が公開の下で住民等に説明を行うとともに、住民等が県に対して質疑を行うことができ

る場をいう。

(3)県原案

都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という。）第１５条第１項に規定する県の

都市計画の案（以下「都市計画の案」という。）を作成する際に、次に掲げる資料等を踏まえ

て事前に作成した県の都市計画の原案及び県自らが事前に作成した都市計画の原案をいう。

ア 法第２１条の２の規定に基づく、県に対する都市計画の決定又は変更の提案を行おうと

する者（以下「計画提案者」という。）からの計画提案

（公聴会等の開催時期）

第３条 公聴会等は、県が都市計画の案を作成するまでに開催するものとする。

２ 説明会は、原則として、公聴会開催の告示の日までに開催するものとする。
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（公聴会等の開催方法）

第４条 施行細則第３条第１項で定める必要があると認められるときとは、次に掲げる事項が含

まれる都市計画の案を作成しようとするときをいう。

ただし、軽微な変更と認められる場合（別表第１）を除く。

(1)法第６条の２第１項の規定による都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の決定及び変更

(2)法第７条第１項の規定による区域区分の決定及び変更

(3)都市計画の廃止（一部廃止も含む）

(4)その他特に重要と認められる事項

２ 知事は、前項各号に掲げる事項が含まれない都市計画の案を作成しようとする場合において

は、説明会を公聴会に代えることができる。なお、その場合の説明会には、意見陳述の機会を

設けるものとする。

３ 説明会の開催方法については、別途定めるものとする。

（公聴会等の省略）

第５条 知事は、前条に規定する公聴会等の開催に関して、既に公聴会等を開催したと認められ

る場合には公聴会等を省略することができるものとする。

（公聴会の開催の告示）

第６条 知事が公聴会を開催しようとするときは、施行細則第４条に規定するもののほか、次に

掲げる事項を告示するものとする。

(1)県原案の閲覧場所及び閲覧期間

(2)住民等が作成する県原案に対する意見の要旨等が記載された書面及び書面に関連する資料の

提出方法及び提出期限

(3)その他必要な事項

２ 前項の告示は、宮崎県公報に登載して行うほか、次に掲げる場所において一般の縦覧に供す

る。

(1)県土整備部都市計画課

(2)県原案の対象となる都市計画区域を包括する各土木事務所又は西臼杵支庁（以下「関係土木

事務所」という。）

３ 第１項の告示は、前項の縦覧のほかに県原案の都市計画区域内の市町村（以下「関係市町村」

という。）の協力を得て、次に掲げるものから適当な掲示方法を適宜併せて行うことができる。

(1)県又は関係市町村が所管する広報誌への掲載

(2)県又は関係市町村が所管する印刷物の配布又は回覧

(3)関係市町村の都市計画主管課が所管する場所における縦覧

(4)県又は関係市町村が所管するホームページへの掲載

(5)その他適当と認められる方法
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（公聴会において意見を述べようとする者の申出）

第７条 施行細則第５条第２項の規定により意見を述べようとする者（以下「公述候補人」とい

う。）は、公聴会の１週間前までに公聴会公述申出書（別記様式第１号。以下「申出書」という。）

を知事に提出しなければならない。

２ 申出期限後に提出された申出書は、これを受け付けない。ただし、郵便消印又は宅配便業者

の配達物回収記録等により申出期限内の発送が確認できたものについてはこれを受け付ける。

ファクシミリ、メール又は直渡しにより提出された申出書については、申出期限内に県土整

備部都市計画課及び関係土木事務所に到着したものに限り、これを受け付ける。

３ 前項の規定により申出期限後に提出された申出書については、返送通知書（別記様式第２号）

により、その旨を公述候補人に通知するものとする。

（公述人の決定）

第８条 施行細則第６条に規定する公述人（以下「公述人」という。）を決定した場合は公述人決

定通知書（別記様式第３号）により当該公述人に通知するものとする。また、公述人として決

定しなかった場合は不採用通知書（別記様式４号）により当該公述候補人に通知するものとす

る。

（公聴会の開催の中止及び延期）

第９条 知事は、第７条の規定による申出がない場合又は合理的な事由がある場合は、速やかに

公聴会を中止又は延期する旨を宮崎県公報に登載することにより告示するとともに、公聴会の

開催中止通知書（別記様式５号）又は開催延期通知書（別記様式６号）により、関係土木事務

所及び関係市町村へ通知するものとする。

ただし、緊急を要する場合には、宮崎県公報の登載に代えて、県の所管するホームページの

掲載等に替えることができるものとする。

２ 公述人全員が公聴会開始時刻から３０分を経過しても、公聴会の開催場所において公述人自

らが受付を行わなかった場合には、施行細則第７条に規定する議長（以下「議長」という。）の

宣言により公聴会の中止を決定する。

この場合においては、公聴会の開催場所に中止した旨を掲示する。

（公述人の発言方法）

第１０条 議長は、公述人が公聴会開始時刻から３０分以上遅れた場合は、公述を認めない。

２ 公述人は施行細則第１０条の規定により公述を代理させることはできない。

３ 公述人１名当たりの公述時間は１０分以内とする。
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（公聴会の公開）

第１１条 公聴会は、原則として公開により行う。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、

公開しないことができる。

１ 公述内容が宮崎県情報公開条例（平成１１年宮崎県条例第３６号）第７条各号に規定する

不開示事由に該当する情報が含まれている場合

２ 公開により公正かつ円滑な審議が阻害され、その他不測の事態が発生するおそれがある場

合

（公聴会の傍聴）

第１２条 公聴会は、別途定める都市計画決定に関する公聴会の傍聴取扱要領により、議長の許

可を得た者が、これを傍聴することができる。

（公述人の意見に対する対応）

第１３条 県は、公聴会における公述人の意見に対して、公聴会実施後、速やかに県の見解等を

公表するものとする。

２ 前項の見解等は、施行細則第１３条の規定に基づく公聴会開催記録書（別記様式第７号）と

ともに、県土整備部都市計画課及び関係土木事務所にて閲覧に供する。

（宮崎県都市計画審議会への報告）

第１４条 公聴会等における意見陳述等の要旨及びこれに対する県の見解等の要旨を宮崎県都市

計画審議会に報告するものとする。

附 則

この要綱は、平成２１年１０月１日から施行する。




